一般消費者等の数の減少届書について
１　保安業務に係る一般消費者等の数を減少しようとするには経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に届出が必要です。
保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を、認定の際に定めた範囲を超えて減少したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
２　手続きに必要な書類
	書類
	部数
	備考

	一般消費者等の数の減少届書（様式第16）
	１
	控えが必要であれば、副本とともに２部提出すること。

	保安業務計画書（様式第13）
	１
	事業所ごとに作成

	保安業務計画書の明細
	１
	事業所ごとに作成

	事業所の明細
	１
	事業所ごとに作成

	損害賠償保険加入証明書の写し
	１
	

	保安業務資格者等一覧表
	１
	

	緊急時対応の範囲を示した図面
	１
	緊急時対応を行う場合のみ

	保安業務規程変更認可申請書（様式第18）
	１
	保安業務規程を添付

	保安業務規程
	１
	変更前、変更後を添付


３　手数料
　 不要
４　届出の方法
届出に必要な書類を、次の届出先に郵送又は持参してください。
	鳥取県危機管理部消防防災課

〒６８０－８５７０
　鳥取県鳥取市東町一丁目２７１番地
　　電　　　　話 ： ０８５７－２６－７０６３
　　ファクシミリ ： ０８５７－２６－８１３９
　　電子メール ： shoubou@pref.tottori.lg.jp


様式第１６（第35条関係）

	×整理番号
	

	×審査結果
	

	×受理年月日
	  年 　月 　日

	×許可番号
	


一 般 消 費 者 等 の 数 の 減 少 届 書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

　鳥　取　県　知　事　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　名　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表者の氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住　　　　所

　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３３条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

１　認定の年月日及び認定番号

２　一般消費者等の数を減少をしようとする保安業務区分

３　減少した一般消費者等の数

４　一般消費者等の数の減少に係る事業所の名称及び所在地

（備考）１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　　２　×印の項は記載しないこと。

